
 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年１月１７日 

 

鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取市規則第１号 

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部を改正する規則 

第１条 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則（昭和３９年鳥取市規則第１５号）

の一部を次のように改正する。 

  第１２条第１項第１号中「１００分の１０８．５以上１００分の２０５以下」を

「６月に支給する場合には１００分の１０８.５以上１００分の２０５以下」に、

「１００分の１２８．５以上１００分の２４５以下」を「１００分の１２８．５以

上１００分の２４５以下）、１２月に支給する場合には１００分の１１３.５以上１

００分の２１５以下（特定管理職員にあっては１００分の１３３．５以上１００分

の２５５以下」に改め、同項第２号中「１００分の１０５．５以上１００分の１０

８．５未満」を「６月に支給する場合には１００分の１０５．５以上１００分の１

０８．５未満」に、「１００分の１２５．５以上１００分の１２８．５未満」を「１

００分の１２５．５以上１００分の１２８．５未満）、１２月に支給する場合には

１００分の１１０.５以上１００分の１１３.５未満（特定管理職員にあっては１０

０分の１３０.５以上１００分の１３３.５未満」に改め、同項第３号中「１００分

の１０２．５」を「６月に支給する場合には１００分の１０２.５」に、「１００分

の１２２.５」を「１００分の１２２.５）、１２月に支給する場合には１００分の

１０７.５（特定管理職員にあっては１００分の１２７.５」に改め、同項第４号中

「１００分の１０２．５未満」を「６月に支給する場合には１００分の１０２.５



未満」に、「１００分の１２２．５未満」を「１００分の１２２.５未満）、１２月

に支給する場合には１００分の１０７.５未満（特定管理職員にあっては１００分

の１２７.５未満」に改める。 

  第１２条の２第１項第１号中「１００分の５１．７５以上」を「６月に支給する

場合には１００分の５１.７５以上」に、「１００分の６１．７５以上」を「１００

分の６１.７５以上）、１２月に支給する場合には１００分の５４.２５以上（特定

管理職員にあっては１００分の６４.２５以上」に改め、同項第２号中「１００分

の４８．７５」を「６月に支給する場合には１００分の４８.７５」に、「１００分

の５８．７５」を「１００分の５８.７５）、１２月に支給する場合には１００分の

５１.２５（特定管理職員にあっては１００分の６１.２５」に改め、同項第３号中

「１００分の４８．７５未満」を「６月に支給する場合には１００分の４８.７５

未満」に、「１００分の５８.７５未満」を「１００分の５８.７５未満）、１２月に

支給する場合には１００分の５１.２５未満（特定管理職員にあっては１００分の

６１.２５未満」に改める。 

第２条 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部を次のように改正する。 

  第１２条第１項第１号中「６月に支給する場合には１００分の１０８.５以上１０

０分の２０５以下」を「１００分の１１１以上１００分の３１５以下」に、「１０

０分の１２８．５以上１００分の２４５以下）、１２月に支給する場合には１００

分の１１３.５以上１００分の２１５以下（特定管理職員にあっては１００分の１

３３．５以上１００分の２５５以下」を「１００分の１３１以上１００分の３７５

以下」に改め、同項第２号中「６月に支給する場合には１００分の１０５．５以上

１００分の１０８．５未満」を「１００分の１０８以上１００分の１１１未満」に、

「１００分の１２５．５以上１００分の１２８．５未満）、１２月に支給する場合

には１００分の１１０.５以上１００分の１１３.５未満（特定管理職員にあっては

１００分の１３０.５以上１００分の１３３.５未満」を「１００分の１２８以上１

００分の１３１未満」に改め、同項第３号中「６月に支給する場合には１００分の



１０２.５」を「１００分の１０５」に、「１００分の１２２.５）、１２月に支給す

る場合には１００分の１０７.５（特定管理職員にあっては１００分の１２７.５」

を「１００分の１２５」に改め、同項第４号中「６月に支給する場合には１００分

の１０２.５未満」を「１００分の１０５未満」に、「１００分の１２２.５未満）、

１２月に支給する場合には１００分の１０７.５未満（特定管理職員にあっては１

００分の１２７.５未満」を「１００分の１２５未満」に改める。 

  第１２条の２第１項第１号中「６月に支給する場合には１００分の５１.７５以

上」を「１００分の５３以上」に、「１００分の６１.７５以上）、１２月に支給す

る場合には１００分の５４.２５以上（特定管理職員にあっては１００分の６４.２

５以上」を「１００分の６３以上」に改め、同項第２号中「６月に支給する場合に

は１００分の４８.７５」を「１００分の５０」に、「１００分の５８.７５）、１２

月に支給する場合には１００分の５１.２５（特定管理職員にあっては１００分の

６１.２５」を「１００分の６０」に改め、同項第３号中「６月に支給する場合に

は１００分の４８.７５未満」を「１００分の５０未満」に、「１００分の５８.７

５未満）、１２月に支給する場合には１００分の５１.２５未満（特定管理職員にあ

っては１００分の６１.２５未満」を「１００分の６０未満」に改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和７年４月１

日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、

令和６年４月１日から適用する。 

 


